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○南部町震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱 

令和８年３月１９日 

告示第４２号 

南部町震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱（平成３０年南部町告

示第１０７号）の全部を次のように改正する。 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、南部町震災に強いまちづくり促進事業補助金（以下「補

助金」という。）の交付に関し、南部町補助金等交付規則（平成１６年南部

町規則第５１号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項

を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) 住宅 一戸建ての住宅（店舗等の用途を兼ねるもの（店舗等の用に供す

る部分の床面積が延べ床面積に２分の１を乗じて得た面積未満のものをい

う。）を含む。以下同じ。）、長屋及び共同住宅をいう。 

(2) ブロック塀 補強コンクリートブロック造又はれんが造、石造、コンク

リートブロック造その他の組積造の塀をいう。 

(3) 住宅等 住宅及びブロック塀をいう。 

(4) 耐震診断 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２

３号。以下「耐震改修促進法」という。）第２条第１項に規定する耐震診

断であって、社会資本整備総合交付金要綱（平成２３年３月２６日国官会

第２３１７号。以下「国要綱」という。）附属第Ⅱ編イ―１６―（１２）

―①３．第１号イ又は第２号イに定めるものをいい、別表第１の第３欄の

補助要件に定める耐震診断基準により行われるものをいう。 

(5) 改修設計 国要綱附属第Ⅱ編イ―１６―（１２）―①３．第１号ハ、第

２号ハ又は第３号イに定める耐震化のための計画の策定（工事監理を除

く。）をいう。 

(6) 耐震改修 耐震改修促進法第２条第２項に規定する耐震改修であって、
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国要綱附属第Ⅱ編イ―１６―（１２）―①３．第３号又は第４号に定める

耐震改修に関する事業をいう。 

(7) 建替 耐震改修促進法第２条第２項に規定する耐震改修であって、国要

綱附属第Ⅱ編イ―１６―（１２）―①３．第３号又は第４号に定める建替

に関する事業をいう。 

(8) 居室単位耐震改修 特定の居室部分に限定した耐震性能を確保するた

めの耐震改修で、鳥取県が定める基準に適合するものをいう。 

(9) 除却 耐震改修促進法第２条第２項に規定する耐震改修であって、国要

綱附属第Ⅱ編イ―１６―（１２）―①３．第３号、第４号又は第１２号に

定める除却に関する事業をいう。 

(10) 耐震シェルター 地震による住宅の倒壊から生命を守るための装置

（部屋型ものに限る。）で、国、地方公共団体等により一定の評価を受け

たもののうち、町長が認めたものをいう。 

(11) 耐震ベッド 就寝中の安全を確保するため、金属製フレーム等で、国、

地方公共団体等により一定の評価を受けたもののうち、町長が認めたもの

をいう。 

(12) 設計図書 耐震改修促進法第２条第１２号に定める書類をいう。 

(13) 利子補給制度 国要綱附属第Ⅲ編イ―１６―（１２）―①第３項第三

号イに定める利子補給制度をいう。 

(14) 高齢者 交付決定を受けた日の属する年度の３月３１日時点で満６５

歳以上の者をいう。 

(15) 障がい者 次のいずれかに該当する者をいう。 

ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）別表に掲げる障害の

ある者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚

生省令第１５号）別表第５号の１級から４級までであるもの。 

イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３

号）第５条に規定する精神障害者（発達障害者支援法（平成１６年法律

第１６７号）第２条第２項に規定する発達障害者を含む。）で、その障

害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和２５
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年政令第１５５号）第６条第３項の１級又は２級であるもの。 

ウ 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）に規定する知的障害者

で、その障害の程度が重度又は中度であるもの。 

(16) 要介護者等 介護保険法（平成９年法律第２３号）第７条第３項に定

める要介護者又は同条第４項に定める要支援者をいう。 

(17) 避難行動要支援者 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第

４９条の１０第１項に定める避難行動要支援者で、南部町が作成する避難

行動要支援者名簿に登録されている者をいう。 

（交付目的） 

第３条 補助金は、住宅等の耐震化及び除却（耐震改修に代えて行うものに限

る。以下同じ。）を促進することにより、住宅等の安全性の向上を図ること

を目的として交付する。 

（補助金の交付） 

第４条 町は、前条の目的を達成するため、別表第１の第１欄に定める補助事

業を行う住宅等を所有する者（以下「所有者」という。）に対し、予算の範

囲内で、補助金を交付する。 

（補助対象及び補助対象経費） 

第５条 補助金の対象となる住宅等は、別表第１の第１欄に定める補助事業の

区分に応じ、同表の第２欄に定める対象住宅等で、同表の第３欄に定める補

助要件を満たすものとし、補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象

経費」という。）は、同表の第４欄に定める額とする。 

２ 前項の額に仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税

の金額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れ

に係る消費税額として控除することができる金額と、当該金額に地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）の規定により地方消費税を乗じて得た金額との合

計額をいう。以下同じ。）が含まれる場合は、当該仕入控除税額を除いた額

とする。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、別表第１の第１欄に定める補助事業の区分に応じ、同
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表の第４欄に定める補助対象経費の額に同表の第５欄に定める補助率を乗じ

て得た額とする。ただし、当該得た額に１，０００円未満の端数が生じたと

きは、当該端数を切り上げた額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、耐震改修又は建替を行う場合で、利子補給制度

を利用するときは、前項の規定により得た額（当該得た額１，０００円未満

の端数が生じたときは、当該端数を切り上げた額）から国要綱第Ⅲ編イ―１

６―（１２）―①第３項第３号に定める算式により算定した額を減じた額を

補助金の額とする。 

（交付申請） 

第７条 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類

は、次の各号に定めるものとする。 

(1) 南部町震災に強いまちづくり促進事業計画（報告）書（様式第１号） 

(2) 南部町震災に強いまちづくり促進事業収支予算（決算）書（様式第２号） 

２ 規則第５条第３号の規定による町長が必要と認める書類は、次のとおりと

する。 

(1) 別表第２の第１欄に定める補助事業に応じ、同表の第２欄に定める申請

時添付書類 

(2) 耐震改修利子補給制度利用対象証明書発行申請書（様式第３号）（耐震

改修又は建替を行う場合であって、利子補給制度を利用する場合に限る。） 

（交付決定） 

第８条 補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から３０日以

内に行うものとする。 

２ 町長は、補助金の交付を行うことを決定したときにあっては、南部町震災

に強いまちづくり促進事業補助金交付決定通知書（様式第４号）により、交

付を行わないことを決定したときにあっては、南部町震災に強いまちづくり

促進事業補助金不交付決定通知書（様式第５号）により当該補助金の交付を

申請した者に通知するものとする。 

３ 前項の規定により、耐震改修又は建替を行う場合であって、利子補給制度

を利用する場合について補助金の交付決定をしたときは、前項の交付決定通
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知書と併せて耐震改修利子補給制度利用対象証明書（様式第６号）を交付す

るものとする。 

（承認を要しない変更） 

第９条 規則第１１条ただし書の規定による町長が定める軽微な変更は、次に

掲げる変更以外の変更とする。 

(1) 補助対象経費の増額 

(2) 補助対象経費の３割に相当する金額を超える減額 

２ 前条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 

（実績報告） 

第１０条 規則第１８条の規定による報告は、補助事業が完了した日から起算

して３０日を経過する日又は第９条第２項の規定による補助金の交付決定の

あった日の属する年度の３月３１日（補助事業が完了している場合に限る。）

のいずれか早い日までに、南部町震災に強いまちづくり促進事業補助金実績

報告書（様式第７号）に、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければな

らない。 

(1) 南部町震災に強いまちづくり促進事業計画（報告）書（様式第１号） 

(2) 南部町震災に強いまちづくり促進事業収支予算（決算）書（様式第２号） 

(3) 前２号に掲げるもののほか、別表第２の第１欄に定める補助事業に応じ、

同表の第２欄に定める実績報告時添付書類 

（指導等） 

第１１条 町長は、補助金の交付を受けた者に対して、当該者が所有する住宅

等について、地震に対する安全性の向上が図られるよう必要な指導、助言又

は勧告をすることができる。 

（その他） 

第１２条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要

な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この要綱の施行の日前までに、この要綱による改正前の南部町震災に強い

まちづくり促進事業補助金交付要綱の規定により交付決定した補助金に係る

手続は、なお従前の例による。 

（失効日） 

３ この要綱は、令和１０年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日

以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る

手続きに関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効

力を有する。 

別表第１（第２条、第４条、第５条、第６条関係） 

１ 補

助事

業 

２ 対象住宅等 ３ 補助要件 ４ 補助対象経費（上

限額） 

５ 補助率 

耐震診

断 

（一戸

建ての

住宅） 

次に掲げる条件

を全て満たす住宅 

ア 木造の住宅

あっては昭和

５６年５月３

１日以前に建

築されたもの 

イ 非木造の住

宅にあっては

昭和５６年５

月３１日以前

に建築された

もの 

ウ 補助金の交

付申請を行う

時点において、

次に掲げる要件

のいずれかを満た

す耐震診断を行う

もの（その時点に

おける最新の基準

によって行われる

ものに限る。） 

ア 建築基準法

施行令（昭和２

５年政令第３

３８号）第３章

第８節に規定

する構造計算

によるもの 

イ 建築物の耐

震診断及び耐

所有者が行う一戸建

ての住宅の耐震診断及

び耐震診断後の改修工

事の概算見積に要する

経費 

ただし、次の各号の

掲げる区分に応じ、当

該各号に定める金額を

超えるときは、当該金

額とする。 

（１） 木造である場

合 

設計図書がある場合

は、一戸あたり１６

１．７千円 

設計図書がない場合

１０／１０ 
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建築基準法第

９条第１項の

規定による命

令を受けてい

ないもの 

震改修の実施

について技術

上の指針とな

るべき事項（平

成１８年国土

交通省告示第

１８４号（別

添）。以下「指

針」という。）

第一に示すも

の 

ウ 一般財団法

人日本建築防

災協会発行「２

０１２年改訂

版 木造住宅

の耐震診断と

補強方法」に示

す一般診断法

又は精密診断

法によるもの 

エ その他アか

らウまでに掲

げる耐震診断

と同等以上の

評価精度を有

すると認めら

れるもの 

は、一戸あたり２０

４千円 

（２） 非木造である

場合 

１３６千円（第二次

診断法以上の診断法

に限る。） 

耐震診

断 

（長屋

及び共

同住

宅） 

所有者が行う一戸建

ての住宅の耐震診断及

び耐震診断後の改修工

事の概算見積に要する

経費の額 

ただし、国要綱附属

第Ⅲ編イ―１６―（１

２）―①第１項第３号

イ、ロ、ハに定める費

用の額（以下「国要綱

費用額」という。）を

超えるときは、当該国

要綱費用額とする。 

１０／１０ 

改修 次に掲げる条件 耐震改修又は建 所有者が行う耐震改 １０／１０ 
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設計 を全て満たす住宅 

ア 木造の住宅

あっては昭和

５６年５月３

１日以前に建

築されたもの 

イ 非木造の住

宅にあっては

昭和５６年５

月３１日以前

に建築された

もの 

ウ 補助金の交

付申請を行う

時点において、

建築基準法第

９条第１項の

規定による命

令を受けてい

ないもの 

エ 建築士等の

耐震診断の結

果、倒壊の危険

性があると判

断されたもの

又は耐震診断

（町が行うも

の及び本要綱

に基づくもの

替若しくは居室単

位耐震改修（建替

及び居室単位耐震

改修にあっては、

木造の住宅に限

る。）を行うため

に設計を行うもの 

修又は建替若しくは居

室単位耐震改修（建替

及び居室単位耐震改修

にあっては、木造の住

宅に限る。）の設計に

要する経費 

ただし、当該要する

経費が１戸当たり３２

０千円を超えるとき

は、３２０千円とする。
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に限る。）と併

せて改修設計

を行うもの 

耐震改

修又は

建替 

（木造

住宅） 

次に掲げる条件

を全て満たす住宅 

ア 昭和５６年

５月３１日以

前に建築され

たもの 

イ 補助金の交

付申請を行う

時点において、

建築基準法第

９条第１項の

規定による命

令を受けてい

ないもの 

ウ 建築士等の

耐震診断の結

果、倒壊の危険

性があると判

断されたもの 

次に掲げる要件

のいずれかを満た

す耐震改修又は建

替を行うもの 

ア 建築基準法

第１９条及び

第２０条の規

定に適合する

ように行われ

るもの 

イ 指針第二に

示す耐震改修

を行いIwが１．

０以上となる

もの 

ウ 指針第二に

示す耐震改修

を行いIwが０．

７以上となる

もの（Iwを１．

０以上とする

ために段階的

に行われるも

のに限る。） 

エ 指針第二に

示す耐震改修

所有者が行う耐震改

修又は建替に要する経

費 

ただし、当該要する

経費が１戸あたり１，

７５０千円を超えると

きは、１，７５０千円

とする。 

１０／１０ 
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を行い２階建

ての１階部分

のIwが１．０以

上となるもの

（Iwを１．０以

上とするため

に段階的に行

われるものに

限る。） 

オ ア及びイに

掲げる耐震改

修と同等以上

に安全性を向

上すると認め

られるもの 

耐震改

修又は

建替

（非木

造住

宅） 

次に掲げる条件

を全て満たす住宅 

ア 昭和５６年

５月３１日以

前に建築され

たもの 

イ 補助金の交

付申請を行う

時点において、

建築基準法第

９条第１項の

規定による命

令を受けてい

ないもの 

次に掲げる要件

のいずれかを満た

す耐震改修又は建

替を行うもの 

ア 建築基準法

第１９条及び

第２０条の規

定に適合する

ように行われ

るもの 

イ 指針第二に

示す耐震改修

を行いIsが０．

６以上かつqが

所有者が行う耐震改

修又は建替に要する経

費 

ただし、当該要する

経費が１戸あたり１，

７５０千円を超えると

きは、１，７５０千円

とする。 

１０／１０ 



11/30 

ウ 建築士等の

耐震診断の結

果、倒壊の危険

性があると判

断されたもの 

１．０以上とな

るもの 

ウ ア及びイに

掲げる耐震改

修と同等以上

に安全性を向

上すると認め

られるもの 

居室単

位耐震

改修 

次に掲げる条件

を全て満たす住宅 

ア 昭和５６年

５月３１日以

前に建築され

たもの 

イ 補助金の交

付申請を行う

時点において、

建築基準法第

９条第１項の

規定による命

令を受けてい

ないもの 

ウ 建築士等の

耐震診断の結

果、倒壊の危険

性があると判

断されたもの 

鳥取県が定める

居室単位の耐震改

修基準に適合する

耐震改修を行うも

の 

所有者が行う住宅の

居室単位の耐震改修工

事に要する経費 

ただし、当該要する

経費が１戸あたり１，

２５０千円を超えると

きは、１，２５０千円

とする。 

１０／１０ 

除却 次に掲げる条件

を全て満たす住宅 

住宅の除却を行

うもの 

所有者が行う住宅の

除却工事に要する経費 

２３％ 
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ア 昭和５６年

５月３１日以

前に建築され

たもの 

イ 補助金の交

付申請を行う

時点において、

建築基準法第

９条第１項の

規定による命

令を受けてい

ないもの 

ウ 「住宅・建築

物耐震改修事

業を活用した

旧耐震基準の

木造住宅の除

却における耐

震診断につい

て（技術的助

言）（令和６年

１月３０日国

住市代４０

号）」に示す方

法又は建築士

等の耐震診断

の結果、倒壊の

危険性がある

と判断された

ただし、当該要する

経費が１戸あたり４，

２５４千円を超えると

きは、４，２５４千円

とする。 
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もの 

屋根瓦

耐震対

策 

補助金の交付申

請を行う時点にお

いて、建築基準法第

９条第１項の規定

による命令を受け

ていない住宅で次

のいずれかに該当

する住宅 

ア 昭和５６年

６月１日以降

に建築された

もの 

イ 昭和５６年

５月３１日以

前に建築され

たもののうち、

建築士等の耐

震診断の結果、

倒壊の危険性

が低いと判断

されたもの 

ウ 耐震改修を

実施したもの 

エ 土葺き瓦屋

根のもの 

オ 耐震改修工

事を併せて行

うもの 

次に掲げる要件

を満たす屋根瓦耐

震対策を行うもの 

ア 「瓦屋根標

準設計・施工ガ

イドライン（社

団法人全日本

瓦工事業連盟

他発行）」に基

づいて施工す

るもの 

イ アに掲げる

耐震対策と同

等以上に安全

性を向上する

と認められる

もの 

ウ 金属葺きの

場合において

は、建築基準法

に規定する耐

風性能を有す

るもの 

所有者が行う屋根瓦

耐震対策に要する経費 

ただし、当該要する

経費が１戸あたり９０

０千円を超えるとき

は、９００千円とする。

１／３ 
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耐震シ

ェルタ

ー設置

（一

般） 

次に掲げる条件

を全て満たす住宅 

ア 昭和５６年

５月３１日以

前に建築され

たもの 

イ 補助金の交

付申請を行う

時点において、

建築基準法第

９条第１項の

規定による命

令を受けてい

ないもの 

ウ 建築士等の

耐震診断の結

果、倒壊の危険

性があると判

断されたもの 

原則として１階

に設置するもの 

所有者が行う耐震シ

ェルターの設置に要す

る経費 

ただし、当該要する

経費が１戸あたり３，

６４３千円を超えると

きは、３，６４３千円

とする。 

２３％ 

耐震シ

ェルタ

ー設置

（高齢

者等住

宅） 

補助金の交付申

請を行う時点にお

いて、建築基準法第

９条第１項の規定

による命令を受け

ていない住宅で、現

に高齢者、障がい者

又は要介護者等若

しくは避難行動要

支援者が居住する

原則として１階

に設置するもの 

所有者が行う耐震シ

ェルターの設置に要す

る経費 

ただし、当該要する

経費が１戸あたり１，

０００千円を超えると

きは、１，０００千円

とする。 

１０／１０ 
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もの 

耐震ベ

ッド設

置 

補助金の交付申

請を行う時点にお

いて、建築基準法第

９条第１項の規定

による命令を受け

ていない住宅で、現

に高齢者、障がい者

又は要介護者等若

しくは避難行動要

支援者が居住する

もの 

原則として１階

に設置するもの 

所有者が行う耐震ベ

ッドの設置に要する経

費 

ただし、当該要する

経費が１戸あたり６２

５千円を超えるとき

は、６２５千円とする。

１０／１０ 

ブロッ

ク塀

（除

却） 

次の条件をすべ

て満たすブロック

塀 

ア 高さが０．６

mを超えるもの 

イ 不特定多数

の者が通行す

る道路に面し

たもの 

ウ 別表第３又

は別表第４の

点検表により

安全対策が必

要と判断され

た危険性の高

いもの 

対象となるブロ

ック塀を除却する

もの 

次に掲げる経費のう

ち最も低い額 

ア 所有者が行うブ

ロック塀の除却工

事に要する経費の

額 

イ 除却するブロッ

ク塀の延長（m）に

１mあたり１８千

円（ブロック塀の

除却に併せて基礎

を撤去する場合

は、１mあたり３６

千円）を乗じて得

た額 

ウ 除却１件あたり

２２５千円（ブロ

２／３ 



16/30 

ック塀の除却に併

せて基礎を撤去す

る場合は、１件あ

たり４５０千円） 

ブロッ

ク塀

（改

修） 

ブロック塀（除

却）により除却した

範囲において新た

に設置するフェン

ス・生垣・木塀等 

除却した範囲に

おいて、軽量なフ

ェンス・生垣・木

塀等の設置を行う

もの 

次に掲げる経費のう

ち最も低い額 

ア 所有者が行う軽

量なフェンス・生

垣・木塀等の設置

工事に要する経費

の額 

イ 設置するブロッ

ク塀の延長（m）に

１mあたり２５千

円を乗じて得た額 

ウ 設置１件あたり

３００千円 

１／３ 

別表第２（第７条、第１０条関係） 

１ 補助事業 ２ 申請時添付書類 ３ 実績報告時添付書類 

耐震診断 （１） 建築年月日が確認でき

るもの 

（２） 位置図 

（３） 見積書の写し 

（１） 耐震診断の結果を記載し

た書類 

（２） 請求書又は領収書の写し

改修設計 （１） 建築年月日が確認でき

るもの 

（２） 位置図 

（３） 耐震診断の結果を記載

した書類 

（４） 見積書の写し 

（１） 改修設計図書の写し 

（２） 改修設計に基づき耐震改

修を実施した場合における耐

震診断結果を記載した書類 

（３） 請求書又は領収書の写し
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耐震改修又は

建替 

（木造住宅及

び非木造住宅） 

（１） 建築年月日が確認でき

るもの 

（２） 位置図 

（３） 耐震診断の結果を記載

した書類 

（４） 耐震改修又は建替の計

画書 

（５） 見積書の写し 

（６） 登記事項証明書その他

住宅の所有者であることが

確認できる書類 

（１） 耐震改修又は建替の工事

の内容が確認できる資料（写真

等） 

（２） 請求書又は領収書の写し

居室単位耐震

改修 

（１） 建築年月日が確認でき

るもの 

（２） 位置図 

（３） 耐震診断の結果を記載

した書類 

（４） 居室単位耐震改修の計

画書 

（５） 見積書の写し 

（６） 登記事項証明書その他

住宅の所有者であることが

確認できる書類 

（１） 居室単位耐震改修の工事

の内容が確認できる資料（写真

等） 

（２） 請求書又は領収書の写し

除却 （１） 建築年月日が確認でき

るもの 

（２） 位置図 

（３） 耐震診断の結果を記載

した書類 

（４） 見積書の写し 

（５） 登記事項証明書その他

（１） 除却の工事の内容が確認

できる資料（写真等） 

（２） 請求書又は領収書の写し
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住宅の所有者であることが

確認できる書類 

屋根瓦耐震対

策 

（１） 建築年月日が確認でき

るもの 

（２） 位置図 

（３） 耐震診断の結果を記載

した書類 

（４） 屋根瓦耐震対策の計画

書 

（５） 見積書の写し 

（６） 登記事項証明書その他

住宅の所有者であることが

確認できる書類 

（１） 屋根瓦耐震多作工事の内

容が確認できる資料（写真等）

（２） 請求書又は領収書の写し

耐震シェルタ

ー設置（一般） 

（１） 建築年月日が確認でき

るもの 

（２） 位置図 

（３） 耐震診断の結果を記載

した書類 

（４） 耐震シェルター設置の

計画書 

（５） 見積書の写し 

（６） 登記事項証明書その他

住宅の所有者であることが

確認できる書類 

（１） 耐震シェルターの設置工

事の内容が確認できる資料（写

真等） 

（２） 請求書又は領収書の写し

耐震シェルタ

ー設置（高齢者

等住宅） 

（１） 高齢者、障がい者又は

要介護者等若しくは避難行

動要支援者が居住すること

が確認できる書類（住民票の

写し又は障がい者手帳若し

（１） 耐震シェルターの設置工

事の内容が確認できる資料（写

真等） 

（２） 請求書又は領収書の写し
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くは介護保険被保険者証等）

（２） 位置図 

（３） 耐震シェルター設置の

計画書 

（４） 見積書の写し 

（５） 登記事項証明書その他

住宅の所有者であることが

確認できる書類 

耐震ベッド設

置 

（１） 高齢者、障がい者又は

要介護者等若しくは避難行

動要支援者が居住すること

が確認できる書類（住民票の

写し又は障がい者手帳若し

くは介護保険被保険者証等）

（２） 位置図 

（３） 耐震シェルター設置の

計画書 

（４） 見積書の写し 

（５） 登記事項証明書その他

住宅の所有者であることが

確認できる書類 

（１） 耐震ベッドの設置状況が

確認できる資料（写真等） 

（２） 請求書又は領収書の写し

ブロック塀（除

却） 

（１） 位置図 

（２） 別表第２又は別表第３

の点検表及び写真等 

（３） 見積書の写し（不特定

の者が通行する道路に面し

たものに要する経費とその

他の部分要する経費を分け

たもの） 

（１） 改修の工事の内容が確認

できるもの。写真等 

（２） 請求書又は領収書の写し
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（４） 次のアからウまでに該

当することが分かる書類 

ア 高さが０．６mを超える

もの 

イ 不特定多数の者が通行

する道路に面したもの 

ウ 別表第２又は別表第３

の点検表により安全対策

が必要と判断された危険

性の高いもの 

エ イ及びウに該当するす

べてのブロック塀につい

て除却を行うもの 

（５） ブロック塀の所有者で

あることが確認できる書類 

ブロック塀（改

修） 

（１） 位置図 

（２） 別表第２又は別表第３

の点検表及び写真等 

（３） 見積書の写し（不特定

の者が通行する道路に面し

たものに要する経費とその

他の部分要する経費を分け

たもの） 

（４） 除却した範囲がわかる

資料 

（５） ブロック塀の所有者で

あることが確認できる書類 

（１） 改修の工事の内容が確認

できるもの。写真等 

（２） 請求書又は領収書の写し

別表第３ 

点検項目 点検内容 点検結果 
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適合 不適合 

１ 高さ ２．２m以下 はい いいえ 

２ 壁の厚

さ 

高さ２mを超える塀で１５cm以上又は高さ２m

以下で１０cm以上 

はい いいえ 

３ 鉄筋 壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部に

は縦にそれぞれ径９mm以上の鉄筋が入ってい

る 

はい いいえ 

壁内に径９mm以上の鉄筋が縦横８０cm以内の

間隔で入っている 

はい いいえ 

４ 控壁（高

さが１．２m

を超える塀

の場合） 

長さ３．４m以内ごとに、径９mm以上の鉄筋が

入った控壁が塀の高さの５分の１以上突出し

ている 

はい いいえ 

５ 基礎 丈が３５cm以上で根入れ深さが３０cm以上の

鉄筋コンクリート造の基礎がある 

はい いいえ 

６ 傾き、ひ

び割れ 

全体的に傾いていない又は１mm以上のひび割

れがない 

はい いいえ 

７ ぐらつ

き 

人の力で簡単にぐらつかない はい いいえ 

８ その他 塀が土留め壁を兼ねていない、又は玉石積み

擁壁等の上にない 

はい いいえ 

評価 ８項目のうち１つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀

の安全対策が必要です 

補助金対象確認 

確認項目 確認内容 補助対象 補助対象

外 

位置確認 不特定の者が通行する道路に面したもの はい いいえ 

高さ確認 ０．６mを超えるもの はい いいえ 
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別表第４ 

点検項目 点検内容 点検結果 

適合 不適合 

１ 高さ １．２m以下 はい いいえ 

２ 壁の厚

さ 

各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直

距離の１０分の１以上ある 

はい いいえ 

３ 控壁 長さ４m以内ごとに壁面からその部分におけ

る壁の厚さの１．５倍以上突出している又は

壁の厚さが必要寸法の１．５倍以上ある 

はい いいえ 

４ 基礎 根入れ深さが２０cm以上ある はい いいえ 

５ 傾き、ひ

び割れ 

全体的に傾いていない又は１mm以上のひび割

れがない 

はい いいえ 

６ ぐらつ

き 

人の力で簡単にぐらつかない はい いいえ 

７ その他 塀が土留め壁を兼ねていない、又は玉石積み

擁壁等の上にない 

はい いいえ 

評価 ７項目のうち１つでも不適合があれば、組積造の塀の安全対策が

必要です 

補助金対象確認 

確認項目 確認内容 補助対象 補助対象

外 

位置確認 不特定の者が通行する道路に面したもの はい いいえ 

高さ確認 ０．６mを超えるもの はい いいえ 



23/30 

 



24/30 

 



25/30 

 



26/30 

 



27/30 

 



28/30 

 



29/30 

 



30/30 

 


